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 各 指 定 都 市     高齢者保健福祉主管部（局）御中 

   中 核 市 

 

 

                  厚生労働省 老健局 高齢者支援課 

                     認知症・虐待防止対策推進室 

 

 

若年性認知症施策の推進について 

 

 日頃より、若年性認知症施策の推進にご尽力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、厚生労働省におきましては、さる平成 23 年 1 月 19 日に若年性認知症の方

ご本人の意見をもとに、当事者のニーズに応じた施策を推進するため、「若年性認知

症施策を推進するための意見交換会」を開催したところです。 

当意見交換会におきましては、若年性認知症の方ご本人をはじめ、ご家族及び支

援者の方にもご参加いただき、日頃の生活で感じていることについて、ご意見をい

ただいたところです（別紙１参照）。ご意見にあるように、若年性認知症の方にあっ

ては、医療、介護のみならず、社会参加や就労の継続など多様な分野における支援

ニーズが求められています。 

つきましては、若年性認知症施策を今後さらに推進するに当たって、下記の取り

扱いについてご協力賜りますよう、よろしくお取り計らい願います。 

なお、併せて管内市町村、関係事業者等に対する周知をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 介護サービスを利用する若年性認知症の方への支援について（参考資料１参照） 

  一部の認知症対応型通所介護等の介護サービス事業所においては、社会参加の

意識が高い若年性認知症の方に対応するプログラムとして、保育所等における清

掃活動等のボランティア活動を行うなど、社会参加型のメニューが実施されてい



ます。その際、発生したボランティア活動の謝礼（労働基準法第 11 条に規定す

る賃金に該当しないもの。以下略）の取り扱いについては、疑義照会が寄せられ

ているところです。 

  こうしたボランティア活動の謝礼を受領することは、以下の条件を全て満たす

場合に限り差し支えないと判断されます。 

①   当該謝礼が労働基準法第 11 条に規定する賃金に該当しないこと 

②   社会参加型のメニューを提供する介護サービス事業所において、介護サー

ビスを利用する若年性認知症の方がボランティア活動を遂行するための見

守りやフォローなどを行うこと 

  なお、ボランティア活動の謝礼は、若年性認知症の方に対するものであると考

えられ、介護サービス事業所が受領することは介護報酬との関係において適切で

ないと考えられることを申し添えます。 

 

２ 地域における若年性認知症の方に対する支援体制の立ち上げについて 

  地域における若年性認知症の方やその家族への支援の充実を図るため、平成 22

年度補正予算において措置された「地域支え合い体制づくり事業」（別紙２参照）

などの活用により、介護サービスとは別に若年性認知症の方向けのアクティビテ

ィを行うＮＰＯ法人や、若年性認知症の方やその家族の交流会など地域の実情に

応じた支援体制の立ち上げを図っていただくよう、管内市町村及び関係団体に周

知願います。 

 

３ 若年性認知症の方に対応する都道府県相談体制の充実について（参考資料２参

照） 

  若年性認知症の方への支援は、医療、介護、福祉のみならず、就労支援など多

岐にわたることから、行政組織の相談対応窓口も複数にまたがり、相談ニーズに

応じた一貫した対応が必要となります。各都道府県におかれましては、若年性認

知症の方やその家族に対する相談体制のワンストップ化を図るとともに、相談窓

口の明確化やその普及・啓発に努めていただくようお願いします。 

  なお、相談窓口への担当者の配置等につきましては、若年性認知症対策総合推

進事業における若年性認知症自立支援ネットワーク構築事業の対象として取り

扱って差し支えないことを申し添えます。 


